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　　税金は納める先により、国税（税務署）、県税（各地方振興局県税部）、市税（市役所）の3つに区分されます。

　このうち、市に納めていただくものが市税です。

　　福島市の税金には下図のように8種類があります。

　

　

市 税

目 的 税

普 通 税 固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

法人市民税

市 民 税 個人市民税

入 湯 税

都市計画税

国民健康保険税

○普通税とは、納めていただいた税金の使いみちが特定されず、一般的な行政の費用に充て
ることができる税金です。

○目的税とは、納めていただいた税金の使いみちが特定されている税金です。

普通税と目的税（豆知識）

市税のあらまし 


